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第１ 総 則 

 

１ 目 的 

本マニュアルは、千葉市都市局建築部の所掌する建築工事における積算に必要とな

る事項を定めたもので、適正な積算に資することを目的とする。 

 

２ 適 用 

（１）本マニュアルは、千葉市都市局建築部の所掌する建築工事に適用する。  

 

（２）建築工事にかかる各工事は、次のとおりとする。  

 

                     建築工事 

          公共建築工事     電気設備工事 

                     機械設備工事 

   建築工事 

                              建築工事 

          公共住宅建設工事   主体工事     電気設備工事 

                              機械設備工事 

                              屋外電気設備工事 

                     屋外付帯工事   屋外機械設備工事 

                              屋外整備工事 

 

３ 積算基準 

（１） 公共建築工事の積算基準は、次のアからエに掲げるものを準用する。  

  ア 公共建築工事積算基準（国土交通省） 

（平成２８年１２月２０日付国営積第１８号） 

  イ 公共建築工事共通費積算基準（国土交通省）  

（令和５年３月２９日付国営積第８号） 

   ウ 公共建築工事標準単価積算基準（国土交通省）  

（令和５年３月２９日付国営積第８号） 

  エ 公共建築工事積算基準等資料（国土交通省）  

（令和５年３月２９日付国営積第８号-２） 

 

（２）公共住宅建設工事の積算基準は、次のアからエに掲げるものを準用する。  

  ア 公共住宅建築工事積算基準（公共住宅事業者等連絡協議会）令和元年度版  

  イ 公共住宅電気設備工事積算基準（公共住宅事業者等連絡協議会）令和元年度版  

  ウ 公共住宅機械設備工事積算基準（公共住宅事業者等連絡協議会）令和元年度版  

  エ 公共建築工事標準単価積算基準（国土交通省） 

（令和５年３月２９日付国営積第８号） 



 

２ 

４ 内訳書の標準書式 

（１）公共建築工事の内訳書は、「公共建築工事内訳書標準書式」（国土交通省）を準

用し、営繕積算システムＲＩＢＣ２（以下、「営繕積算システム」という。）による。 

 

（２）公共住宅建設工事の内訳書は、「公共住宅工事積算基準」を準用し、営繕積算シ

ステムによる。 



 

３ 

第２ 単価作成 

 

１ 単価の改正時期 

単価の改正時期は、毎年度４月、７月、１０月及び１月を基本とする。ただし、そ

の他の月において下記の場合により改正することとする。  

（１）主要品目において価格の変動が著しく単価の改正が必要と認められる場合。な

お、主要品目は、鋼材（鉄筋、鉄骨）、コンクリート、杭等とする。（公共建築工事

積算基準等資料における材料価格等の定義として示された資材を準用） 

 

（２）労務費の改定が行われた場合。 

 

２ 単価の適用 

（１）材料単価、労務単価、市場単価及び施工単価は、次のうち、適切な単価を使用

する。 

ア 建設物価、建築コスト情報及び土木コスト情報（一般財団法人建設物価調査会

発行）、積算資料（積算資料公表価格版を含む。）、建築施工単価及び土木施工単

価（一般財団法人経済調査会発行）（以下「刊行物」という。）の掲載単価  

イ 営繕積算システム用市場単価及び営繕積算システム用一次単価 

ウ 千葉市積算基準（設計単価編）の掲載単価 

エ 製造業者又は専門工事業者の見積単価 

 

（２）建設機械の使用に必要な経費の積算は、｢請負工事機械経費積算要領｣（昭和 49

年 3 月 15 日付け建設省機発 44 号）による。機械経費のうち機械損料は、「建設機

械等損料表」（社団法人日本建設機械施工協会発行）の別表第１「建設機械等損料

算定表」による。また、建設機械賃料は刊行物の掲載価格による。  

 

（３）積算に使用する単価は、消費税等相当額を含まないものとする。 

 

（４）単価改正に使用する資料等の発行日は次による。 

ア 営繕積算システム用単価及び刊行物の発行日は次による。 

 4 月  (5 月 ) (6 月 ) 7 月  (8 月 ) (9 月 ) 10 月  (11 月 ) (12 月 ) 1 月  (2 月 ) (3 月 ) 

RIBC 一次単

価  
3 月号  6 月号  9 月号  12 月号  

RIBC 市場単

価  
冬版  春版  夏版  秋版  

建設物価・  

積算資料  
3 月号  (4 月号 )  (5 月号 )  6 月号  (7 月号 )  (8 月号 )  9 月号  

(10 月

号 )  

(11 月

号 )  
12 月号  (1 月号 )  (2 月号 )  

建築コスト情報・  

建築施工単価  冬版  春版  夏版  秋版  

土木コスト情報・  



 

４ 

土木施工単価  

※（ ）の改正は、主要品目を改正する場合に適用する。 

イ 建設機械等損料算定表は、単価改正時期（４月、７月、１０月及び１月）の直

近に発行されたもの。 

 

ウ 千葉市積算基準（設計単価編）は、単価改正時期（４月、７月、１０月及び１

月）の直近に通知のあったもの。 

 

エ 製造業者又は専門工事業者から徴収した見積は、有効期限内にあるもの。 

 

３ 歩掛り等の優先順位 

単価作成に係る歩掛り等の優先順位は、原則として次による。ただし、市場単価

（市場単価方式による単価）がある場合は、最優先とする。  

 

優先順位 歩  掛  り  等 

１ 
公共建築工事標準単価積算基準(国土交通省) 

営繕積算システム等開発利用協議会歩掛り  

２ 公共住宅工事積算基準 

３ 千葉市積算基準（積算基準対照表） 

適宜 

見積 

公共建築工事積算研究会参考歩掛り 

営繕積算システム等開発利用協議会参考資料  

工事歩掛要覧（一般財団法人経済調査会）  

建設工事標準歩掛（一般財団法人建設物価調査会）  

 

 

４ 材料単価の優先順位 

材料単価の優先順位は、原則として次による。 

 

優先順位 材  料  単  価 

１ 営繕積算システム用一次単価 

２ 建設物価・積算資料の平均値 

３ 千葉市積算基準（設計単価編） 



 

５ 

４ 見積 

５ 労務単価の優先順位 

労務単価の優先順位は、原則として次による。 

 

優先順位 労  務  単  価 

１ 千葉市積算基準（設計単価編） 

２ 公共工事設計労務単価（基準額） 

３ 建設物価・積算資料の平均値 

４ 見積 

 

６ 施工単価の優先順位 

施工単価の優先順位は、原則として次による。 

 

優先順位 施  工  単  価 

１ 
建築コスト情報・建築施工単価の平均値 

土木コスト情報・土木施工単価の平均値 

２ 建設物価・積算資料の平均値 

３ 見積 

 

７ 単価の選択 

（１）単価を作成する場合の刊行物の地域及び調査段階の選択は、次による。 

ア 刊行物の掲載単価は、原則として同一地域・同一調査段階（調査段階の無指定

を含む）の単価を比較し、採用する。 

 

イ 選択する地域の優先順位は、原則として次による。 

優先順位 地 域 名 

１ 千葉、関東、全国 

２ 東京 

 

ウ 調査段階は、原則として流通経路の短い単価でかつ大口単価を選択する。 

 

エ 鉄筋及び鉄骨の材料単価において、それぞれの総使用量が５ｔ未満の建築工事

（設備工事を含む）は小口単価を選択する。  



 

６ 

 

（２） 見積単価は、次による。 

ア 見積単価とは、製造業者又は専門工事業者に依頼した製品等の見積書又はカタ

ログ掲載単価をいう。 

 

イ 製造業者又は専門工事業者の見積価格等を参考にする場合は、市中における取

引状況等を把握するためヒアリング等を行い、見積は原則として３社以上の資料

とする。 

 

ウ 見積単価は、原則として個々の製品等の見積価格より異常値を排除した最安値

の見積書を基に、類似の取引価格、数量の多寡及び施工条件等を勘案して補正を

行う。 

ただし、同一工事で一連の製品等を使用する場合は、当該工事に使用する同種、

同材質または同一工程毎の見積価格の合計額が原則として最安値の製造業者又は

専門工事業者の見積価格を補正する。 

 

エ 刊行物に掲載されているもののうち、製造業者又は専門工事業者の公表価格は、

見積と同様に取り扱う。 

 

８ 下請経費等 

（１）公共建築工事における｢その他｣の率は、公共建築工事標準単価積算基準の「その

他」の率を採用し、中間値＋１％を標準とする。なお、率の設定がされていない交

通誘導警備員等については、同基準の「その他」の率を参考に設定し、中間値  

＋１％を標準とする。 

 

（２）公共住宅建設工事における｢その他｣の率は、公共住宅工事積算基準の「下請経費

等」の率を採用し、中間値＋１％を標準とする。なお、率の設定がされていない交

通誘導警備員等については、同基準の「その他」の率を参考に設定し、中間値  

＋１％を標準とする。 
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第３ 数量及び計測・計算の方法 

 

１ 建築数量の計測・計算の方法 

（１）公共建築工事は、「公共建築数量積算基準｣及び｢公共建築設備数量積算基準」（国

土交通省）を準用する。 

 

（２）公共住宅建設工事は、「公共住宅工事積算基準」を準用する。 

 

２ 端数処理 

（１）細目別内訳、別紙明細 

ア 単価 

（ア）刊行物の掲載単価等を使用する場合の有効桁は、端数処理を行わない。  

（イ）見積単価等を査定して使用する場合の有効桁は、十万円未満は上位３桁とし

４桁目を切捨て、十万円以上は千円未満を切捨てる。ただし、百円未満の場合

は、小数点以下第３位を切捨てし、小数点以下第２位までとする。  

（別表：単価の端数処理参照） 

 

イ 数量 

（ア）数量の取扱いは、数量積算基準による。ただし、数量が０．０５未満の場合

は小数点第３位を四捨五入し、小数点以下第２位とすることができる。また、

その他必要な場合には単位を変更することができる。  

（イ）契約図書に記載された数量は、端数処理を行わない。  

（ウ）単価が１円単位の場合、数量は小数点以下第１位を四捨五入し、整数とする。  

（エ）設計変更における増減数量の取扱いは、原則として設計変更の内容を含む最

終数量を端数処理し、既契約計上数量（端数処理後数量）を減じたものとし、

有効桁に満たない場合は、計上しない。 

 

ウ 金額 

（ア）単価と数量を掛け合わせた結果の金額は、１円未満を切捨てる。  

（イ）単位を一式で計上した金額は、１円未満を切捨てる。 

 

（２）複合単価作成、代価表作成 

ア 単価 

（ア）刊行物の掲載単価等を使用する場合は、端数処理を行わない。  

（イ）刊行物の掲載単価等の平均値を採用する場合及び見積単価等を査定して使用

する場合の有効桁は、十万円未満は上位３桁とし４桁目を切捨て、十万円以上



 

８ 

は千円未満を切捨てる。ただし、百円未満の場合は、小数点以下第３位以降を

切捨て小数点以下第２位までとする。 

（別表：単価の端数処理参照） 

（ウ）複合単価・代価表内訳で他の複合単価を使用する場合の有効桁は、小数点以

下第３位以降を切捨てとし、小数点以下第２位までとする。  

 

イ 数量 

（ア）数量は、端数処理を行わない。ただし、少数点以下第６位以降が有る場合は、

小数点以下第６位を切捨て、小数点以下第５位までとする。  

（イ）歩掛り等は、原則として端数処理を行わない。  

 

ウ 金額 

（ア）単価と数量を掛け合わせた結果の金額は、小数点以下第３位以降を切捨てと

し小数点以下第２位までとする。 

 

エ 複合単価 

（ア）作成した複合単価及び代価の有効桁は、十万円未満は上位３位とし４桁目を

切捨て、十万円以上は千円未満を切捨てる。ただし、百円未満の場合は、小数

点以下第３位を切捨て小数点以下第２位までとする。（別表：単価の端数処理

参照） 

 

（３）市場単価 

ア 市場単価は、端数処理を行わない。 

イ 刊行物の掲載単価等の平均値を採用する場合及び市場単価を補正して算出する

単価の有効桁は、十万円未満は上位３桁とし４桁目を切捨て、十万円以上は千円

未満を切捨てる。ただし、百円未満の場合は、小数点以下第３位を切捨てし、小

数点以下第２位までとする。 

（別表：単価の端数処理参照） 

 

（４）共通費 

ア 金額 

（ア）「公共建築工事共通費積算基準」により算定した金額は、小数点以下を切り

捨てとする。 

（イ）共通費を積み上げにより算定する場合は、「（１）細目別内訳、別紙明細」の

取扱いによる。 

 

イ 合計金額 

（ア）各共通費の合計金額は、端数処理を行わない。  

（イ）工事価格の端数調整は、一般管理費等を減額して調整する。ただし、設計変



 

９ 

更及び随意契約を行う場合の後工事において一般管理費等を算定するにあたり、

控除する前工事の一般管理費等は、減額調整する前の金額を採用する。 

 

ウ その他 

建築工事積算基準第７  ２項の別に定める場合は、昇降機設備工事を除く製造

業者・専門工事業者に単独で発注する場合とする。 

 

（５）工事価格、調査基準価格 

ア 工事価格は千円未満を切捨てとし、調査基準価格は千円未満を切上げる。 

 

別表：単価の端数処理 

単  価 端数処理 

１００，０００円以上 １，０００円未満切捨て 

１０，０００円以上１００，０００円未満  １００円未満切捨て 

１，０００円以上  １０，０００円未満 １０円未満切捨て 

１，０００円未満 １円未満切捨て 

１００円未満 小数点以下第３位を切捨て 

 

 

第４ その他 

 

１ 落札率 

設計変更における落札率は、当初請負代金額から消費税等相当額を減じた額を当初

内訳書に記載の工事価格で除した比率（※）とする。 

また、落札率の有効桁は、小数点以下第７位を切捨てし、小数点以下第６位までと

する。 

 

※ 落札率：（当初請負代金額－消費税等相当額）／当初内訳書に記載の工事価格  

 

 

附 則 

このマニュアルは、令和６年４月１日から適用する。 


